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議案第１０号 

衣浦東部広域連合職員の給与に関する条例及び衣浦東部広域連合第１号会計年度任

用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

衣浦東部広域連合職員の給与に関する条例及び衣浦東部広域連合第１号会計年度任用職

員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定す

る。 

令和３年１１月２６日提出 

衣浦東部広域連合長  神 谷  学 

衣浦東部広域連合職員の給与に関する条例及び衣浦東部広域連合第１号会計年度任

用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

 （衣浦東部広域連合職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 衣浦東部広域連合職員の給与に関する条例（平成１５年衣浦東部広域連合条例第

１６号）の一部を次のように改正する。 

第２２条第２項中「期末手当基礎額に」の次に「、６月に支給する場合には」を、

「１００分の１２７．５」の次に「、１２月に支給する場合には１００分の１１２．５」

を加え、同条第３項中「１００分の１２７．５」を「、６月に支給する場合には１００

分の１２７．５、１２月に支給する場合には１００分の１１２．５」に、「１００分の

７２．５」を「、６月に支給する場合には１００分の７２．５、１２月に支給する場合

には１００分の６２．５」に改める。 

第２条 衣浦東部広域連合職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第２２条第２項中「、６月に支給する場合には１００分の１２７．５、１２月に支給

する場合には１００分の１１２．５」を「１００分の１２０」に改め、同条第３項中「、

６月に支給する場合には１００分の１２７．５、１２月に支給する場合には１００分の

１１２．５」を「１００分の１２０」に、「、６月に支給する場合には１００分の７２．

５、１２月に支給する場合には１００分の６２．５」を「１００分の６７．５」に改め

る。 

 （衣浦東部広域連合第１号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条

例の一部改正） 

第３条 衣浦東部広域連合第１号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関す
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る条例（令和元年衣浦東部広域連合条例第６号）の一部を次のように改正する。 

  第８条第１項第２号中「月額に換算した額）に」の次に「、６月に支給する場合には」

を、「１００分の１２７．５」の次に「、１２月に支給する場合には１００分の１１２．

５」を加える。 

第４条 衣浦東部広域連合第１号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関す

る条例の一部を次のように改正する。 

  第８条第１項第２号中「、６月に支給する場合には１００分の１２７．５、１２月に

支給する場合には１００分の１１２．５」を「１００分の１２０」に改める。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条及び第４条の規定は、令和４年４

月１日から施行する。 

 

－提案理由－ 

この案を提出したのは、人事院勧告に鑑み、条例の一部を改正する必要があるため。 
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報告第１号 

専決処分について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づき、事故による

損害賠償の額の決定及び和解について専決処分したので、同条第２項の規定により報告す

る。 

令和３年１１月２６日提出 

衣浦東部広域連合長  神 谷  学 
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別紙 

事故による損害賠償の額の決定及び和解について 

本広域連合の職員が起こした事故に伴い、次のとおり損害賠償額を決定し、当該賠償額

を相手方に支払うことを内容とする和解契約を締結するものとする。 

記 

１ 損害賠償額    金１２８，７００円 

２ 事故内容 

(1) 発生日時 

令和３年７月２３日（金）午前５時３２分 

(2) 発生場所 

安城市安城町社口堂地内路上 

(3) 経過 

上記地内において救急車が現場到着時に左後輪を側溝に脱輪させブロック塀を破損

させたもの 

３ 相手側の損害の程度 

ブロック塀の亀裂 

４ 過失割合 

衣浦東部広域連合１００パーセント 相手方０パーセント 

 

令和３年９月１日専決 

衣浦東部広域連合長  神 谷  学 
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報告第２号 

専決処分について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づき、事故による

損害賠償の額の決定及び和解について専決処分したので、同条第２項の規定により報告す

る。 

令和３年１１月２６日提出 

衣浦東部広域連合長  神 谷  学 
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別紙 

事故による損害賠償の額の決定及び和解について 

本広域連合の職員が起こした事故に伴い、次のとおり損害賠償額を決定し、当該賠償額

を相手方に支払うことを内容とする和解契約を締結するものとする。 

記 

１ 損害賠償額    金５７，２００円 

２ 事故内容 

(1) 発生日時 

令和３年１０月３日（日）午後０時１７分 

(2) 発生場所 

刈谷市高須町瀊地内 

(3) 経過 

上記地内において救急支援出動中、施設入口ゲートバーを通過しようと先行救急車

に追従した消防車で自動で下がるゲートバーに接触させ破損させたもの 

３ 相手側の損害の程度 

破損したゲートバーの取り換え 

４ 過失割合 

衣浦東部広域連合１００パーセント 相手方０パーセント 

 

令和３年１０月２９日専決 

衣浦東部広域連合長  神 谷  学 

 

 



 



 


